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（
参
照
条
文
） 

 
○
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
） 

 

（
船
舶
保
安
管
理
者
） 

第
八
条 

 

国
際
航
海
日
本
船
舶
の
所
有
者
は
、
当
該
国
際
航
海
日
本
船
舶
に
係
る
保
安
の
確
保
に
関
す
る
業
務
を
当
該
国
際
航
海
日
本
船
舶
に

お
い
て
管
理
さ
せ
る
た
め
、
当
該
国
際
航
海
日
本
船
舶
の
乗
組
員
で
あ
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
船
舶
の
保
安
の
確
保
に
関
す
る
講
習
を

修
了
し
た
も
の
の
う
ち
か
ら
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
舶
保
安
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

国
際
航
海
日
本
船
舶
の
所
有
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
保
安
管
理
者
（
以
下
「
船
舶
保
安
管
理
者
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

４ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
船
舶
保
安
管
理
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

国
際
航
海
日
本
船
舶
の
乗
組
員
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
は
、
船
舶
保
安
管
理
者
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を

遵
守
し
、
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
船
舶
保
安
規
程
に
定
め
ら
れ
た
事
項
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
す
る
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

○
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
九
号
）（
抄
） 

 

（
船
舶
保
安
管
理
者
） 

第
九
条 

法
第
八
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
船
舶
保
安
管
理
者
の
選
任
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
国
際
航
海

日
本
船
舶
に
係
る
保
安
の
確
保
に
関
す
る
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
国
際

航
海
日
本
船
舶
ご
と
に
一
人
を
選
任
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。 

一 

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く



 - 2 -

な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

二 

法
第
八
条
第
四
項 

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
四
項 

の
命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
、
解
任
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 
法
第
八
条
第
三
項 

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
船
舶
保
安
管
理
者
選
任
（
解
任
）
届
出

書
を
、
原
子
力
船
等
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
原
子
力
船
等
以
外
の
船
舶
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
所
有
者
所
在
地
官
庁

に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
船
舶
保
安
管
理
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日 

三 

選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
年
月
日 

四 

選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

船
舶
保
安
管
理
者
が
法
第
八
条
第
一
項 

の
講
習
（
以
下
「
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
」
と
い
う
。）
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
旨
の
説
明 

ロ 

船
舶
保
安
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
旨
の
説
明 

五 

解
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
任
の
理
由 

３ 

前
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
、

原
子
力
船
等
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
原
子
力
船
等
以
外
の
船
舶
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
所

有
者
所
在
地
官
庁
に
、
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

法
第
八
条
第
四
項 

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項 

の
業
務
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

船
舶
警
報
通
報
装
置
の
保
守
点
検
又
は
較
正
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

船
舶
指
標
対
応
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

乗
組
員
に
対
す
る
操
練
そ
の
他
教
育
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

行
わ
れ
た
危
害
行
為
に
関
す
る
情
報
の
船
舶
保
安
統
括
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

船
舶
指
標
対
応
措
置
の
実
施
に
関
し
、
船
舶
保
安
統
括
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
機
構
に
よ
る
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
の
実
施
） 

第
十
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
、
機
構
に
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
業
務
の
全
部
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。 
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２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
し
た
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
（
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
の
内
容
） 

第
十
一
条 
法
第
八
条
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
機
構
が
実
施
す
る
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

法
及
び
法
に
基
づ
く
命
令
並
び
に
条
約
附
属
書
第
十
一
章
の
二
及
び
国
際
規
則
に
規
定
す
る
事
項 

二 

船
舶
警
報
通
報
装
置
に
関
す
る
事
項 

三 

船
舶
指
標
対
応
措
置
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

四 

操
練
そ
の
他
教
育
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

五 

船
舶
保
安
記
録
簿
の
記
載
に
関
す
る
事
項 

六 

船
舶
保
安
規
程
に
定
め
ら
れ
た
事
項
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

七 

危
害
行
為
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
武
器
及
び
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
に
関
す
る
事
項 

八 

危
害
行
為
が
発
生
し
た
場
合
の
対
処
方
法
に
関
す
る
事
項 

九 

船
舶
の
保
安
に
関
す
る
情
報
の
管
理
方
法
に
関
す
る
事
項 

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
船
舶
保
安
管
理
者
の
業
務
の
遂
行
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
知
識
及
び
能
力
に
関
す

る
事
項 

 

（
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
修
了
証
の
交
付
） 

第
十
二
条 

機
構
は
、
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
修
了
証
を
交
付
す
る
。 

 

（
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
修
了
証
の
再
交
付
） 

第
十
三
条 

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
又
は
機
構
が
行
う
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
者
は
、
船
舶
保
安
管
理
者
講
習
修
了
証
を
滅
失

し
、
又
は
き
損
し
た
場
合
は
、
機
構
に
申
請
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 


